
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ○農地を売買・譲渡・貸借したい。  買う側、借りる側に制限があります。 

  たとえば・・・  

 

○農地を農業以外の目的で使用したい。 農地転用の許可を受ける必要があります。 

  たとえば・・・ 

 

農地の転用・売買等をお考えの場合は、農業委員会にお問合せください！！ 

 

 

（農用地区域への指定状況は役場農林課農務係へお問合せください）   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 指定されている  指定されていない 

○近所の農家に農地を譲りたい 
○農地を借りて農作物をもっとつくりたい 等 

農地を売買・転用するには 

農業委員会の許可が必要です！ 

○住宅や車庫を建てたい。駐車場を作りたい 
○経営する会社の工場を増設したい。資材置き場を作りたい 等 

転用を検討している農地が「農振農用地」に指定

されていると農地転用はできません！ 

農地に関するお問合せは 

白川町農業委員会（役場農林課内） 電話７２－１３１１ 

転用を検討している農地が「農振農用地」に



 

 

 

 

 
 


